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【応募方法】はがき・FAX・メールにて
【必要事項】①ご意見・ご感想 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
【応募締切】令和２年12月31日㈭まで（当日消印有効）
【 応 募 先 】旭川市社会福祉協議会の５条事務所（右ページ参照）まで

　「社協あさひかわ」に関するご意見やご感想をお聞かせください。
ご意見・ご感想をお寄せいただいた方の中から抽選で、４人の方に
1,000円分の図書カードをプレゼントします。なお、当選者の発表は発
送をもってかえさせていただきます。 ※ご意見・ご感想で得た個人情報は、プレゼントの抽選及び発送以外に使用しません。

旭川市社会福祉協議会社会福祉法人

【5条事務所】〒070-0035 旭川市5条通4丁目 旭川市ときわ市民ホール1階
TEL 23-0742 / FAX 23-0746　Eメール chiiki@north.hokkai.net

【神楽事務所】〒070-8003 旭川市神楽3条4丁目1-18　TEL 60-1710 / FAX 60-1780

このページは、旭川市社会福祉協議会のページです。

ご意見・ご質問を募集
しています！「旭川市
社会福祉協議会」まで

共同募金運動期間
１０月１日～１２月３１日

このページは、
赤い羽根共同募金の
助成を受けています

令和２年12月
〈No.192〉

http://www.asahikawa-shakyo.or.jp

次回の「社協あさひかわ」は令和３年２月号に掲載

　生活支援コーディネーターが支援している取組の一つと
して、神居・江丹別圏域では、身近な地域にある福祉施設と
ボランティアに関心のある方がつながるきっかけづくりを
目的とした「まちコン」の取組を進めています。
　まちコンには高齢者・障がい者・児童関係など、さまざま
な種類の福祉施設が参加し、ボランティアに興味のある参
加者と福祉施設がお互いの活動内容を共有し、力を合わせ
てできることなどを話し合い、新しい支え合いの形が広ま
っています。参加したボランティア希望者は福祉施設での
ボランティア活動や、在宅高齢者の生活支援など、それぞれ
の方が、「やってみたい」活動に参加しています。
　まちコンのような取組は他の地域でも行われており、各
地域の生活支援コーディネーターが、活動者と依頼者の「つ
なぎ役」として、地域のつながりづくりを進めています。
　現在は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、通常の
活動を休止している場合もありますが、感染予防に十分配
慮した形で少しずつボランティア活動や交流などを再開し
ています。
　ボランティアや地域での助け合い活動に興味がある方
は、生活支援コーディネーターまでお気軽にお問合せくだ
さい。みなさんの「地域デビュー」をサポートします！
問合せ先：生活支援コーディネーター（旭川市社会福祉協議
会内）　　23・0742

住民と専門職の出会いの場！
神居・江丹別圏域「まちコン」の取組

　みなさんは生活支援コーディネーターをご存じですか？
高齢化が進む地域の中でも住民が安心して暮らすことがで
きるよう、身近な地域の住民組織や関係団体と連携して、助
け合い活動の推進に取り組む福祉の専門家です。旭川市で
は、市内を4つの地域に分け、各地域の生活支援コーディネ
ーターが社会福祉協議会に配置されています。

生活支援コーディネーターとは？

　生活支援コーディネーターは全国の市町村に配置されて
おり、各地域の特色を活かした活動を行っています。旭川市
では、特にボランティアの活動支援に力を入れており、旭川
市社会福祉協議会のボランティアセンターや、医療・福祉の
専門職と連携しながら、地域のボランティアに参加できる仕
組みづくりのほか、シニア世代がこれまでの経験を地域で活
かすことができるような環境づくりを進めています。
　昨年度は関係機関と連携し、30回以上のボランティア講
座や交流会を開催し、現在まで延べ200人以上の方に活動希
望の登録をしていただきました。さまざまな形で地域活動に
参加するきっかけとなっています。

ボランティア活動者の支援

神居・江丹別圏域「まちコン」の様子

生活支援コーディネーターからのお知らせ

　自宅に閉じこもりがちになっている高齢者や、障がいを抱
えて生活している方に対し、歳末に安心見守り訪問を行い、
日常生活用品などの見舞品をお届けいたします。

歳末たすけあい募金がはじまりました！

高齢者・
障がい者宅
の雪はね

高齢者・
障がい者宅へ

見舞品を
お届け

旭川市共同募金委員会 旭川市５条通４丁目
旭川市ときわ市民ホール１階

http://www.asahikawa-shakyo.or.jpホームページ

ash-kyobo@north.hokkai.netEメール

■まごころお届け隊事業 (歳末見舞品配付事業)

　旭川市の福祉除雪サービスの対象にならない高齢者や障
がい者を対象に、安心して冬期間を過ごせるよう生活道路の
除雪や排雪を行います。

■雪はねお助け隊事業 (除雪・排雪事業)

募金は、地域で支援を必要とする方々のために旭川市
社会福祉協議会の事業を通して役立てています。

実施期間 12月１日～12月31日
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◯街頭募金ボランテ
ィアに参加した遠軽
信用金庫のみなさん
と募金をしてくれた
子どもたち

←

赤い羽根ポスターコンクール
令和２年度

図書カードをプレゼント!!

してみませんか？地域 デビ ュー

伊藤 千沙希さん
い と う 　 ち さ き

旭川市立
光陽中学校３年

赤い羽根共同募金によって
豊かな街となり、笑顔が増
え、幸せが広がっていく様子
を表現しようと思い、このポ
スターを描き
ました。

募金の受付・お問合せは・・・

最優秀賞


